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第１ 一審被告答弁書第２の２（４頁以下）に対する反論

１ ３月２９日午後７時４分頃の注意義務違反について

一審被告は、「上記時点は、それまでの容態観察中における W の言動・症状

等（略）を踏まえても、ソラナックスやカンファタニンを服用させて容態観察

5を開始した同日午後６時５８分とほぼ同時刻であり、一般的な入管職員を基準

とすれば、同時刻において W が大声を上げ転倒しかけたこと等の事実がある

としても、従前からの足の痛みや車椅子から立つ際に足を挟んだことによる痛

みによって、立ち上がるのが困難であったためと判断し、また、今後、足の痛

みに対して上記の薬が徐々に効いてくるものと判断することは合理的といえ

10る」と主張しています（一審被告答弁書５頁５行目～１２行目）。

しかしながら、一審原告答弁書で詳細に論じたとおり、一審被告は、医師か

ら指示されたという「容態観察」の意味を意図的にすり替えて主張しており、

さらには、上記箇所のように薬を服用させた後に、薬の効き目が現れるかどう

かを見極めることが「容態観察」であるかのような主張へと変遷したことに加

15え、「車椅子から立つ際に足を挟んだことによる痛み」に対してまで、「今後、

足の痛みに対して上記の薬が徐々に効いてくるものと判断することは合理的と

いえる」とまで述べており、午後７時４分頃に足を挟んだという痛みに対して

も、その前に飲んだ薬が効いてくると思った、という新主張を展開しており、

もはや支離滅裂というより他ありません（W さんが足を挟んだという主張自

20体、一審被告が控訴審において突然、新たに始めた主張であり、信用できない

ことは、一審原告答弁書のとおりです。）。

一審原告答弁書で述べたとおり、医師が３月２７日に指示したという「容態

観察」は、常識的に考えれば、２４時間体制で、病人を注意深く観察し、容態

の急変や不測の事態があれば、直ちに医師に連絡せよ、あるいは救急搬送せよ、

25という意味のはずです（一審原告答弁書１９頁７行目～１１行目）。ところが、

一審被告は、「容態観察」とは、単に見ているだけ、数値を計るだけのあくま

第１ 一審被告答弁書第２の２（４頁以下）に対する反論 １ ３月２９日午後７時４分頃の注意義務違反について
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で「観察」であり、それ以上の救急搬送等の積極的な措置をしてはならない、

救急搬送することは医師の指示に反する、という主張を展開しています。これ

が不合理であることは明らかです（一審原告答弁書１８頁２２行目以下）。さ

らに一審被告は、上記箇所のように、「容態観察」について、薬を服用させた

5後の薬の効き目を見極めることが「容態観察」であるかのような主張もしてい

ますが、医師が医療従事者ではない入管職員らに、ソラナックスの効果の見極

めを指示し、急変時においてもソラナックス投与をもって足りるかどうか判断

させることなどあり得ません。現に、３月２７日に医師からなされた指示の中

にも、容態急変時にもソラナックスを飲ませ、効果を見極めよ、というような

10内容は含まれていませんでした。一審被告の主張は、医療従事者でもない入管

職員が、薬の効果の見極めという、そもそも医療従事者でなければ不可能な判

断を行う権限があるかのような主張をしており、明らかな誤りです。

３月２９日に服用した、ソラナックス、カンファタニンとも、W さんの午

後７時４分頃の重篤な急変前である午後６時６分頃の時点で、宮崎が「胸が痛

15い？」「なあ」「薬飲もうか？」「薬あるから」などと声をかけて、重篤な急変

の有無とは関係なく、夕食を食べてから飲ませることを予定していた薬です。

それらを飲ませた後に、それまではなかったような、重篤かつ明白な急変が生

じているにもかかわらず、根拠もなく漫然と、「薬がしばらくしたら効くはず

だから、効くまで待っていよう」と判断することは、常識的に考えて不合理と

20いうほかありません。

実態としては、入管職員らにおいては、一審原告答弁書で詳述したとおり、W

さんの容態をそもそも深刻にとらえていなかったのであり、「容態観察」も３

月２７日よりも前から漫然と続けていたのを継続したにすぎず、薬についても

毎食後、従前と同様の頻度で飲ませていたにすぎません。「直前に薬を飲ませ

25たから、その後の急変に対しても薬が効くと思った」という主張は、信用でき

ず、合理性もないのであって、一審被告の注意義務違反を否定する理由には全

第１ 一審被告答弁書第２の２（４頁以下）に対する反論 １ ３月２９日午後７時４分頃の注意義務違反について
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くなりません。

２ ３月２９日午後７時２１分頃の注意義務違反について

(1) 一審被告は、午後７時２１分頃、東日本入管センターの職員らが「メディ

カル」という単語を発していない、と主張しています（一審被告答弁書５頁

5２４行目～同６頁１行目）。しかし、甲２８（ＤＶＤ）の、１９：２１の箇

所には「メディカル」という言葉を聞き取ることができます。

(2) 仮に、「メディスン」「ノーメディスンミスタープリーズ」と宮崎が発言し

たつもりだったとしても（実際、そうは聞こえませんし、そのような意図で

発言した流れにも受け取れませんが）、W さんが医療対応が必要な状態にあ

10ることを認識していたという点で、なんら変わるものではありません。上記

１のとおり、そもそも W さんの明らかな容態の急変を目の当たりにして、

医療従事者でない入管職員において、投薬の要否を判断する権限などないの

ですから、一審被告の注意義務違反を減殺することにはなりません。

一審被告においては、さらに「午後７時７分頃、W が『メディスン』な

15どと発言したことや、同日午後７時１６分頃、W が『マイハート』と発言

していたことなど（略）から、W が胸痛を訴えてソラナックス等の再度の

服用を求めていると認識していた」（一審被告答弁書６頁１３行目～１７行

目）と主張していますが、同主張は、要するに、W さんの訴えのうち、断

片的な単語（２単語）のみを頼りに、「ソラナックス等の再度の服用を求め

20ている」と、勝手に判断／結論付けた、という主張です（この主張の信用性

自体、認める趣旨ではありません。）。この前後の W さんと宮崎のやりとり

を聞いても、会話がまともに成立しておらず、これ自体、明らかに容態が悪

化していた W さんの訴えを、通訳を入れるなどして正確に把握していなか

った点で、過失を強める事情です（一審原告答弁書２９頁６行目～１４行目

25参照）。

(3) 結局、「徐々に薬が効いてくるものと判断して W の容態観察を継続する判

第１ 一審被告答弁書第２の２（４頁以下）に対する反論 ２ ３月２９日午後７時２１分頃の注意義務違反について
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断をし」たという一審被告の主張は信用できません。その実態は、職員らはW

さんの容態の悪化を深刻に受け取っておらず、「大げさ」「わざとやっている」

などと考え（一審原告答弁書３３頁１０行目以下参照）、漫然と W さんが静

かになるのを待って救急搬送をしなかった、ということであり、救急搬送を

5しなかった一審被告に過失が認められます。

第２ 一審被告答弁書第２の３（７頁以下）に対する反論

１ 「３月２９日午後７時３５分時点の注意義務違反と死亡との間に因果関係が

認められないこと」に対する反論

10一審被告は、「⑴ ３月２９日午後７時３５分時点の注意義務違反と死亡と

の間に因果関係が認められないこと」と題し、「ア 因果関係に関する一審原

告の主張に理由がないこと」（一審被告答弁書７頁）、「イ D医師の証言を根拠

とする一審原告の主張に理由がないこと」（同８頁）、「ウ F医師の証言を根拠

とする一審原告の主張に理由がないこと」（同１０頁）を論じています。

15しかしながら、一審原告答弁書で詳細に展開したとおり、一審被告のア～ウ

の各主張には以下の反論が可能です。

ア 救命の高度の蓋然性について

一審被告は、「単に救命可能性があるということだけで救命の高度の蓋

然性が肯定されることにはならない」と主張しています（一審被告答弁書７

20頁２６行目～同８頁１行目）。

しかしながら、Wさんが早い段階（一審原告は午後７時０４分から午後７

時４６分ころまでの間と主張）で救急搬送されていれば、Wさんの救命可能

性が十分にあったことは、一審原告答弁書の３７頁から４０頁にかけて詳細

に述べたとおりです。

25イ D医師の証言を根拠とする一審原告の主張について

一審被告は、D医師の証言について、「解剖時の所見をもってすら、Wが冠

第２ 一審被告答弁書第２の３（７頁以下）に対する反論 １ 「３月２９日午後７時３５分時点の注意義務違反と死亡と
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攣縮性狭心症により死亡したのか代謝性疾患によるのか特定できず、Wの死

因は不明とされたのであるから、仮に上記時点で搬送されたとしても、乳酸

アシドーシスの原因を特定し、その根本治療を行うことはできなかったとい

うべきである。」として、D医師の証言は前提を欠くと主張しています（一審

5被告答弁書９頁４行目～８行目）。

しかしながら、乳酸アシドーシスの原因が特定できなくても救命は可能で

あったことは、一審原告答弁書３９頁から４０頁にかけて詳細に述べたとお

りです。

ウ F医師の証言を根拠とする一審原告の主張について

10一審被告は、「F医師の証言を根拠とする一審原告の上記主張には理由がな

い」と主張しています（一審被告答弁書１０頁２５行目～２６行目）。

しかしながら、一審被告が申請した証人である東谷氏医師が、大分動かな

い状況になる前に救急搬送すれば、救命可能性が四割、五割ぐらいはあるか

もしれない旨を証言し（F医師の１度目の証人調書２６頁）、救命可能性を否

15定していないことは、本件の事実認定において極めて重要な証言といえます

（一審原告答弁書４０頁１０行目～１２行目）。

２ 「３月２９日午後７時４分頃又は午後７時２１分頃の注意義務違反と死亡と

の間の因果関係及び相当程度の可能性が認められないこと」に対する反論

一審被告は、「⑵ ３月２９日午後７時４分頃又は午後７時２１分頃の注意

20義務違反と死亡との間の因果関係及び相当程度の可能性が認められないこと」

と題して、「乳酸アシドーシスに対しては、その原因に対する根本治療が不可

欠であり、メイロン投与等の措置は、乳酸アシドーシスの原因を特定し、その

原因に対する根本治療を行う時間を稼ぐための対症療法にすぎない」などと主

張しています（一審被告答弁書１１頁１１行目～１３行目）。

25しかしながら、一審原告答弁書３７頁から４０頁で詳細に主張したとおり、

薬物療法等が「対症療法」にすぎず、「根本治療」ではないとする一審被告の

第２ 一審被告答弁書第２の３（７頁以下）に対する反論 ２ 「３月２９日午後７時４分頃又は午後７時２１分頃の注意
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主張自体が間違いです。

実際、乳酸アシドーシスの原因が仮にメトホルミン服用に伴う副作用だとし

ても、甲７２と甲７３いずれの症例も、薬物療法や緊急透析等の対応により救

命できたことが論じられています。さらに、甲７４の論文では、「ＭＡＬＡ（メ

5トホルミン関連乳酸アシドーシス）の死亡率は調査期間中（１９６０年代から

今日まで）に約５０％から約２５％に減少した。この知見は、メトホルミンが

以前より危険でなくなったことを意味するものではなく、（これほど長い研究

期間では意外にも）重症の疾患で入院した患者の転帰が以前より良くなってい

ることだけを示唆している」と結論付けられています。したがって、メイロン

10等の薬物療法等が「対症療法」にすぎず、「根本治療」ではないとする一審原

告の主張自体が間違いです。メイロン投与等の薬物療法や緊急透析等の対応に

より、Wさんの救命可能性は十分にあったといえます（甲７１の意見書第２項）。

第３ 一審被告答弁書第２の４（１５頁以下）に対する反論

15１ 序

一審被告の死亡慰謝料に関する主張（一審被告答弁書第２の４（１）「W に

ついて死亡慰謝料が認められないこと」）は、一審被告答弁書第２の３（「仮に、

東日本入管センターの職員らの注意義務が認められるとしても、死亡との間に

因果関係が認められないこと」同７頁以下）の繰り返しであって、要するに死

20亡との因果関係が認められないとの主張にすぎません。したがって、一審原告

の反論は、一審原告控訴理由書及び本書面６頁から８頁で述べたとおりです。

また、一審被告の「相当程度の可能性の侵害が認められないこと」との主張

（一審被告答弁書１７頁２３行目以下）に対する反論は、一審原告控訴理由書

及び本書面７頁から８頁で述べたとおりです。

25２ 一審被告の慰謝料に関する主張に理由がないこと

(1) 相当程度の可能性の程度が慰謝料の算定に考慮されること

第３ 一審被告答弁書第２の４（１５頁以下）に対する反論 １ 序
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一審被告は、「生命侵害との因果関係が認められた場合と相当程度の可能

性が認められた場合とが連続性を有することはできない」と主張します（一

審被告答弁書２０頁２行目～３行目）。

しかしながら、一審被告が一審被告答弁書２４頁で引用する「大島眞一・

5医療訴訟の現状と将来― 高裁判例の到達点―」（判例タイムズ１４０１号）

でも「慰謝料の額については、かなりの幅がある」（同７１頁左列２段落目）

とし、「高度の蓋然性がある場合と相当程度の可能性にとどまる場合では、

質的に異なるものではなく、連続性を有しており、高度の蓋然性にかなり近

い程度の因果関係がある場合には、慰謝料も高額になるといえる」（同７１

10頁右列第２段落）としています。

一審被告の主張は自らの引用文献と完全に矛盾しており、裁判実務の一般

的な理解からも乖離したもので誤りです。

(2) 一審被告の行為の違法性の程度が低いとは言えないこと

一審被告は、「W について容態観察を継続する判断をし、救急搬送を要請

15しなかったことは、当時の具体的な状況を踏まえる限りやむを得ない側面も

あったのであるから、違法の程度が高いものとはいえない」と主張します（一

審被告答弁書２０頁１６行目～１８行目）。

しかしながら、そもそも容態観察とはまさに適時に病状の変化に対応し、

救急搬送を要請するためにもなされるものであって、何が起きても、いかに

20容態が変化しても、漫然と「容態観察」を堅持するという趣旨のものではあ

りません。一審被告の行為は、一審原告控訴理由書１６頁から１８頁で述べ

たとおり、違法性の程度が極めて高いものと言わざるを得ません。

(3) カメルーンにおける経済的事情が考慮されるべきではないこと

ア 慰謝料に関する確立した裁判例はないこと

25一審被告は、 高裁平成９年１月２８日判決（民集５１巻１号７８頁。

以下「平成９年判決」といいます。）に係る 高裁調査官解説を引用して、

第３ 一審被告答弁書第２の４（１５頁以下）に対する反論 ２ 一審被告の慰謝料に関する主張に理由がないこと
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「慰謝料の算定に当たっては、受領する人がその慰謝料によってどの程度

の物やサービスを購入し得るかを無視できず、これが費消されるであろう

国の賃金水準、物価水準、生活水準等の経済的事情の相違が考慮されるべ

きである」と主張しています（一審被告答弁書２１頁１５行目～１９行目）。

5しかし、一審被告の引用する平成９年判決に係る 高裁調査官解説にお

いても、この点は、「いずれにしても、本判決は、前記のような上告論旨

を排斥しているだけであって、この点に関する 高裁の考え方を示してい

るわけではない」（同７２頁）としていますから、この点をもって、 高

裁判所の判断を示したものとは言えません。

10イ 損害賠償制度の制裁的機能は否定しえないこと

また、一審被告は、「慰謝料額の算定における考慮事項を検討する際に、

慰謝料の制裁的機能を重視することは妥当でない」と主張します（一審被

告答弁書２２頁１１行目～１２行目）。

しかし、一審被告の引用する平成９年判決に係る 高裁調査官解説にお

15いても、「慰謝料には、実際上は加害者に対する制裁的機能があることも

完全には否定できない」（同７１頁）としています。さらに、「慰謝料の補

完的ないし調整的機能として、財産的損害の賠償が認められないような場

合に、慰謝料で上乗せするというようなことも実務上は行われているが、

逸失利益の算定において出国先（母国）基準説をとった結果逸失利益の賠

20償額が著しく低額になるような場合には、むしろその点を慰謝料額算定の

場面で考慮するのが法感情に適う場合もあると思われる」（同７１頁）と

しています。

慰謝料の制裁的機能が（名目はともかく）いかなる意味でも重視される

ことは妥当ではないとの一審被告の主張は誤りです。

25ウ カメルーンの経済水準を考慮すべきではないこと

一審被告は、「W の慰謝料額を算定するに当たっては、このような賃金

第３ 一審被告答弁書第２の４（１５頁以下）に対する反論 ２ 一審被告の慰謝料に関する主張に理由がないこと
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水準の差異が十分に考慮されるべき」であると主張します（一審被告答弁

書２３頁６行目～８行目）。

しかしながら、本件は、日本国という国家の支配領域内において、しか

も一審被告の管理する収容施設という極めて権力的作用の強い場面におい

5て一審被告が収容している 中に死亡の結果が生じた事案ですから、一審

原告控訴理由書２３頁から２４頁で主張したとおり、その国籍、経済水準

を考慮すべき事案ではありません。

一審被告の主張を前提としても、一審被告の引用する平成９年判決に係

る 高裁調査官解説では、「事故による死傷に対してどの程度の慰謝料額

10をもって償うのが相当かという法的衡平感や被害者感情の問題として考え

ると、日本人か外国人かで極端な額の差が生ずるということにも、違和感

を禁じ得ない」とされ（同７１頁）、まさに本件のような極端な差が生じ

ている場合に問題があることが認識されています。

その上で、同調査官解説は、前述のとおり、極端な差が生じないように、

15慰謝料の制裁的機能に着目したり、慰謝料の調整的機能・補完的機能によ

って、結論においてこの格差を是正しようと考えているのですから、一審

被告の主張とは結論において全く異なるものと言わざるを得ません。

エ 控訴審は違法・不当を問わず、原審の慰謝料額の評価を見直すことがで

きること

20一審被告は、「慰謝料額の認定は、裁判所の裁量に属する事実認定の問

題であり、同認定額が著しく不相当であって経験則又は条理に反するよう

な事情が存しない限り、違法とはいえない」と主張します（一審被告答弁

書２３頁１０行目～１２行目）。

しかしながら、 高裁昭和３８年３月２６日判決集民６５号２４１頁は、

25「上告理由」に当たるか否かの問題として、「慰籍料額の認定は原審の裁

量に属する事実認定の問題」であり、「認定額が著しく不相当であつて経

第３ 一審被告答弁書第２の４（１５頁以下）に対する反論 ２ 一審被告の慰謝料に関する主張に理由がないこと
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験則もしくは条理に反するような事情でも存する」か否かを問題とした上、

これを否定し、反対に 高裁平成６年２月２２日判決民集４８巻２号４４

１頁は裁量の範囲を超えたとしているにすぎません。

今問題となっているのは、控訴審が原審の慰謝料額の判断を評価する場

5面ですから、原則通り、控訴審が、違法・不当を問わず、原審の判断を見

直すことができることは当然であって、一審被告の主張は大きくその前提

を誤っています。

オ 小括

以上のとおりですから、一審被告の慰謝料に関する主張はいずれも理由

10はありません。

３ 一審被告の逸失利益に関する反論に理由がないこと

(1) 一審被告の主張

一審被告は、平成１２年判決に係る 高裁調査官解説は「判例の基本的立

場である差額説によれば、相当程度の可能性の侵害が認められた場合の損害

15賠償の範囲に逸失利益は含まれない」ことを示したものにすぎないと主張し

ます（一審被告答弁書２４頁７頁～９頁）。

(2) 一審原告の反論

しかしながら、一審被告の主張する平成１２年判決に係る 高裁調査官解

説も、一審被告の引用する、永野圧彦他・「相当程度の可能性」に関する一

20考察 − 分析と展望）（判例タイムズ１２８７号）も、損害に逸失利益を含め

ることを完全に否定したものではありません。まず、平成１２年判決に係る

高裁調査官解説は、「生存の可能性」を新たな法益（人格的利益）として

肯定したものであって、一審被告の引用する部分に続けて、注８（同８６８

頁）において逸失利益を請求しうる立論をあえて引用しているのです。また、

25一審被告の引用する判例タイムズ１２８７号においても、「もっとも、１２

年判決によれば「相当程度の可能性」自体が客観的価値を有する法益とされ

第３ 一審被告答弁書第２の４（１５頁以下）に対する反論 ３ 一審被告の逸失利益に関する反論に理由がないこと
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る以上、判例の採用する差額説の立場からの説明は困難であるが、財産的損

害が何ら生じないと断じることに躊躇がないわけではない（１２年判決以降

の判例も、明示的に財産的損害を否定したものはない。）」としています（同

７１頁）。

5以上を前提に、相当程度の可能性、すなわち「生存の可能性」を侵害する

ものであっても、その後の労働の機会をも失うことは同様ですから、逸失利

益を損害として認めるべきです。

よって、相当程度の可能性を侵害した場合でも、逸失利益は損害に含まれ

ないとする一審被告の主張は誤りです。

10

第４ 一審被告答弁書第２の５（２５頁以下）に対する反論

１ 一審被告の主張

一審被告は「相当程度の可能性の理論は、「患者がその死亡時点において生

存していた相当程度の可能性を被害法益とみるのであるから、（中略）遺族固

15有の損害賠償は認められない」」などと文献を引用し主張します（一審被告答

弁書２５頁２４行目～同２６頁１行目。なお原審被告準備書面（５）１２頁以

下）。

２ 一審原告の反論

しかしながら、一審被告が引用する記載からは、いついかなる場合も一律に

20遺族固有の慰謝料を否定する趣旨と解することはできません。

すなわち、「被害者が生命を害された場合にも比肩すべき、または右場合に

比して著しく劣らない程度の精神上の苦痛を受けたとき」に遺族固有の慰謝料

が発生することは確立した判例法理（ 高裁昭和３３年８月５日判決はその一

つです。）であって、被害者本人にとって生存していた相当程度の可能性を侵

25害された状況・態様などが、遺族にとって「被害者が生命を害された場合にも

比肩すべき、または右場合に比して著しく劣らない程度の精神上の苦痛を受け」

第４ 一審被告答弁書第２の５（２５頁以下）に対する反論 １ 一審被告の主張
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る場合となりうることまで否定するものではありません。

本件では、一審原告控訴理由書のとおり（同２７頁２２行目以下）、自らの

息子が「I’m dying」などと繰り返し訴え、苦しみもがきながら亡くなってい

るのです。まさに、それは親である一審原告にとって間違いなく生命を害され

5た場合にも比肩すべき、又は著しく劣らない程度の精神上の苦痛を受けた場合

といえ、遺族の精神的苦痛は、本件においては、死亡との法的因果関係の証明

の有無によって異なるものではありません。

よって、一審被告の主張は一審原告の主張を正解しないものであって誤りで

す。

10以 上

第４ 一審被告答弁書第２の５（２５頁以下）に対する反論 ２ 一審原告の反論


